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障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究 

 
研究代表者 

深津 玲子：国立障害者リハビリテーションセンター 顧問 

                

研究分担者 

鈴木智敦：名古屋市総合リハビリテーション

センター 副センター長 

數井裕光：高知大学 教授/日本高次脳機能
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/滋賀県立リハビリテーションセンター 所

長 

小西川梨紗：社会福祉法人グロー滋賀県高次

脳機能障害支援センター 相談支援員 

今橋久美子：国立障害者リハビリテーション

センター研究所 室長 

研究協力者 

日詰正文：国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園事業企画局研究部部長 

片岡保憲：日本高次脳機能障害友の会 理事

長 

石森伸吾：国立障害者リハビリテーションセ

ンター 自立支援局 主任 

和田愛祐美：国立障害者リハビリテーション

センター 自立支援局 専門職 

 

Ａ.研究目的 

「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直

しについて（令和 3年 12 月 16 日）」の中で、障

害者の居住に関して、サービスの質の向上・確

保等の観点から、支援体制検討の必要性が提言

された。令和３年度報酬改定における重度障害

者支援加算の拡充等も施行されている。一方で

これらの制度を利用できない高次脳機能障害

研究要旨 

 障害福祉サービス等の支給決定は，障害支援区分認定調査の結果が根拠となるが，現行の

認定調査では、高次脳機能障害に起因する支援上の困難度が反映されにくいという指摘があ

る。そこで本研究は，高次脳機能障害のうち特に社会的行動障害により地域移行あるいは地域

生活継続に困難のある事例が現行のサービスを適切に利用できるために、現行の評価指標を

検討したうえで、新たな支援困難度評価を提案することを目的とする。 

令和５年度は、４年度から収集したデータについて分析を進め、支援困難度評価表の信頼

性・妥当性の検討、現行の障害者支援区分との相関などについて検討した。 

現行の認定調査項目のうち行動障害に関連する項目に，障害福祉サービス事業所において

支援困難とされる項目を加えた 43項目について「必要な支援の頻度」「重症度」「介護負担度」

「介入による変化」の 4 軸で評価する支援困難度評価表を作成し，高次脳機能障害と診断さ

れた 104 名を対象とし，対象者 1 名につき 2 名の専門職が別々に評価した。評価者間では 4

軸いずれの軸でも強い級内相関があった。また TBI-31とも強い相関があった。 

高次脳機能障害で多く該当する上位 12項目を抽出した。またこれらの上位項目の「介入に

よる変化」を評価することで，必要な支援の頻度が少なくても支援が困難な状況を評価できる

ことが示唆された。 
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者、特に社会的行動障害により地域移行あるい

は地域生活継続に困難のある事例が少なからず

存在することが指摘されてきた。 

令和 2年度障害者総合福祉推進事業「高次脳

機能障害者のグループホーム等を活用した住ま

いの支援の実態についての調査研究」におい

て、高次脳機能障害であって日常生活上の支援

に困難のある者であっても、共同生活援助の重

度障害者支援加算の要件を満たせない実態があ

ることが把握され、同研究事業の検討委員会で

は、高次脳機能障害の支援困難度を適正に評価

できる指標が必要との意見があった。 

社会保障審議会障害者部会において、現行の

障害支援区分認定調査だけでは、高次脳機能障

害の支援困難度が反映されにくく、サービス利

用基準に満たないことがある、との指摘があっ

た。日常生活上の支援に困難のある高次脳機能

障害者であっても、共同生活援助の重度障害者

支援加算の要件を満たせない実態があることか

ら、高次脳機能障害の支援困難度が適正に評価

されているかを検証することは喫緊の課題であ

る。その上で高次脳機能障害による行動の何が

どのくらい支援困難であるかを検討し、新たな

支援困難度評価表を提案することを目的とす

る。 

 

Ｂ.研究方法 

昨年度作成した支援困難度評価表（以下，評

価表）を用いて収集したデータを分析した。評

価表は、現行の障害支援区分認定調査項目（厚

生労働省 2014）のうち行動障害に関連する 34

項目に，国際的に用いられている脳損傷後の行

動障害に関連する評価尺度：Neuropsychiatric 

Inventory-Questionnaire（博野ら 1997），

Agitated Behavior Scale（Bognerら 2000），

Awareness Questionnaire（Shererら 2003），

Apathy Evaluation Scale（Glennら 2002），

Overt Behaviour Scale（Kellyら 2006）を基

に、障害福祉サービス事業所等において支援困

難な行動とされる 9 項目を加えた 43 項目につ

いて「必要な支援の頻度」「重症度」「介護負担

度」「介入による変化」の 4 軸で評価するもので

ある。4 評価軸の各重みづけ得点を算出した。

重みづけ得点とは，例えば，軽度 1点×人数＋

中等度 2点×人数＋重度 3点×人数の合計点で

ある。これを実際の支援区分と比較した。 

新たな評価表は１名の高次脳機能障害者に

対して、２名の評価者が評価したことから、信

頼性として，評価者間の級内相関係数，妥当性

として脳外傷者の認知－行動障害尺度（TBI‐

31）（久保 2007）との相関係数を算出した。 

分析にはIBM Statistics SPSS 25を用いた。 

（倫理面への配慮） 

評価は支援に従事する専門職が回答し、利用

者の個人情報は取り扱わない。また評価を実施

する事業所はWEBサイト等にてオプトアウト説

明書を示す。研究は国立障害者リハビリテーシ

ョンセンターおよび所属機関の倫理審査委員

会の承認を得たうえで行う。 

 

Ｃ.研究結果 

障害福祉サービス事業所 13カ所にて合計 104

名（平均年齢 42.3±13.4 歳，男性 80名）の評

価を実施した。４評価軸それぞれについて重み

づけ得点を高い順に並べ，上位 12項目を示した

（表１）。「こだわり」「ひどい物忘れ」「感情が

不安定」などの上位項目はほとんど 4軸に共通

していたが，「被害的・拒否的」や「暴言暴行」

は頻度が低くても負担度は高かった。新たな評

価表で追加した 9 項目のうち，4軸に共通して上

位に入ったのは「散財」のみであった。 

次に，障害支援区分と評価表の関係を示した

（表２）。現行の評価軸である「必要な支援の頻

度」とは弱い相関（p＜0.05）があったが，新た

な評価表で加えた「重症度」「介護負担度」「介

入による変化」とは相関が無かった。 

評価者間の評価結果は，いずれの軸でも強い

級内相関（p＜0.01）があり，「介入による変
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化」「必要な支援の頻度」「介護負担度」「重症

度」の順に級内相関係数が高かった。 

TBI-31 については，いずれの軸とも強い相関

（p＜0.01）があり，「介入による変化」「介護負

担度」「必要な支援の頻度」「重症度」の順に相

関係数が高かった（表 3）。 

 

Ｄ.考察・結論 

現行の障害支援区分認定調査項目の行動障害

に関連する３４項目に９項目を追加し、評価軸も

現行の「必要な支援の頻度」に「重症度」「介護負

担度」「介入による変化」を加え、４軸で評価する

新たな支援困難度評価表を作成し、１０４事例の

データを得た。高次脳機能障害で多くみられる項

目は 4 軸で共通し、「こだわり」「ひどい物忘れ」

「感情が不安定」などが挙げられる。一方で、「被

害的・拒否的」「暴言暴行」は「必要な支援の頻度」

が低いケースでも、「介護負担度」等は高いことが

うかがわれた。また，新たに追加した 9 項目のう

ち、4 軸に共通して上位に入った「散財」は、現

行の支援区分調査における「身の回りの世話や日

常生活等に関連する項目」のなかの「金銭の管理」

に該当し、行動関連項目には含まれていないが、

支援困難度の指標に入れる必要があると考える。 

現行の障害支援区分との関係については、「必

要な支援の頻度」とは弱い相関（p＜0.05）があっ

たものの、「重症度」「介護負担度」「介入による変

化」とは相関が無かったことから、行動障害が重

く介護者の負担度が高いにも関わらず，障害支援

区分が軽いケースが存在することが示唆された。 

評価表と TBI-31 とは相関が強く，評価表の外

的妥当性が確認された。評価者間の一致率も高く，

信頼性も確認された。現行の障害支援区分は TBI-

31との相関も弱く，高次脳機能障害に起因する支

援上の困難度は障害支援区分に反映されにくい

ことが示唆された。 

現行の障害支援区分認定調査で用いられてい

る「必要な支援の頻度」の軸に加えて，他の評価

軸を用いることで，頻度が少なくても支援が困難

な状況を評価できることが示唆された。評価者間

の一致率は「介入による変化」が最も高く，これ

は「重度」「軽度」といった度合いの表現よりも、

変化「あり」「なし」といった表現の方がより客観

的に判断しやすいためと推測される。これらの考

察に基づき，強度行動障害の行動関連項目（井上 

2022）の仕様に準じて，高次脳機能障害の支援困

難度評価指標案（表３）を作成した。これを本研

究対象者に適用したところ、表３に示すように

「介入による変化」軸で評価した場合，104 名の

うち 60％が 10点以上であり、同項目を「必要な

支援の頻度」軸で評価した場合（15％）よりも高

かったことから、支援頻度は少ないが支援内容の

困難度が高い状況を「介入による変化」を評価す

ることで明らかにできることが示唆された。 

 

1) 達成度について 

予定通り進捗し、目標を達成した。 

2) 研究成果の学術的意義について 

本研究は、高次脳機能障害に認知症、強度行動

障害等他分野の知見も取り入れる分野横断型の

取り組みであり、高次脳機能障害者の支援困難

度を多角的にとらえ、社会への還元を目指す試

みである。 

3) 研究成果の行政的意義について 

高次脳機能障害の支援困難度を適正に評価でき

る指標を開発し、家庭や社会での生活が困難な者

が、適切な支援を十分に受けられる体制構築に寄

与する。 

4) その他特記すべき事項について なし 

 

Ｆ.健康危険情報 特になし 
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ーを対象とした質問紙調査から見た診断に

関する課題, The Japanese Journal of 

Rehabilitation Medicine, in-print 
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2. 浦上裕子, 治療と仕事の両立支援―高次脳
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一、小西川梨紗、石森伸吾、片岡保憲、數

井裕光．障害福祉サービス等における高次
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表３ 高次脳機能障害の支援困難度評価指標案 

 

表１ 評価軸ごとの重みづけ得点（上位 12 項目） 

 

 

 

表２ 各評価軸と障害支援区分・評価者間比較・TBI-31 との関係 

 

*: p<0.05, **: p<0.01 

 

  

1 こだわり 572 こだわり 293 こだわり 323 こだわり 344

2 ひどい物忘れ 506 ひどい物忘れ 243 ひどい物忘れ 249 ひどい物忘れ 274

3 集中⼒が続かない 492 感情が不安定 233 感情が不安定 246 感情が不安定 265

4 感情が不安定 475 集中⼒が続かない 223 ⽀援の拒否 237 ⽀援の拒否 248

5 話がまとまらない 474 散財 218 集中⼒が続かない 230 集中⼒が続かない 240

6 散財 469 ⽀援の拒否 208 話がまとまらない 227 話がまとまらない 239

7 ⽀援の拒否 444 話がまとまらない 207 散財 227 散財 234

8 退⾏ 443 被害的・拒否的 188 ⾃⼰の過⼤評価 209 ⾃⼰の過⼤評価 228

9 ⾃⼰の過⼤評価 436 暴⾔暴⾏ 185 被害的・拒否的 200 作話 226

10 作話 422 ⾃⼰の過⼤評価 183 作話 198 被害的・拒否的 221

11 同じ話をする 420 作話 177 暴⾔暴⾏ 198 暴⾔暴⾏ 214

12 被害的・拒否的 416 退⾏ 176 ⾃⼰中⼼的 192 ⾃⼰中⼼的 204

必要な⽀援の頻度 重症度 介護負担度 介⼊による変化

相関係数
有意確率

(両側)
級内

相関係数
有意確率

(両側)
相関係数

有意確率
(両側)

必要な⽀援の頻度 .152* 0.031 .842** 0.000 .899** 0.000
重症度 0.104 0.141 .760** 0.000 .891** 0.000
介護負担度 0.089 0.207 .834** 0.000 .904** 0.000
介⼊による変化 0.078 0.272 .845** 0.000 .915** 0.000

障害⽀援区分との関係 評価者間⽐較 TBI-31との関係

0 1 2 認定調査等項⽬

散財（⾦銭の管理）
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

2-8

被害的・拒否的
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-1

作話
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-2

感情が不安定
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-3

暴⾔暴⾏
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-5

同じ話をする
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-6

⽀援の拒否
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-8

ひどい物忘れ
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-17

こだわり
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-18

話がまとまらない 
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-30

集中⼒が続かない
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-31

⾃⼰の過⼤評価 
介⼊が不要 どのような⼈の介⼊でも⼀定の変

化がみられる
特定の⼈の介⼊で変化がみられる
どのような⼈の介⼊でも変化が⾒
られない

4-32
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令和 ６ 年 ５ 月 ３１ 日 
 
 
 
 
厚生労働大臣 殿                                         
                                                                                            
                          機関名  国立障害者リハビリテーションセンター 
 
                 所属研究機関長 職 名  総長 
                                                                                      
                          氏 名  芳賀 信彦          
 

     次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名    障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  国立障害者リハビリテーションセンター・顧問          

    （氏名・フリガナ）  深津玲子・フカツ レイコ                      

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一

部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ６ 年 ５ 月 １０ 日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                           
                           社会福祉法人 
                      機関名 名古屋市総合リハビリテーション事業団 

 
               所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                    （名古屋市総合リハビリテーションセンター長）
                            
                        氏 名  山田 和雄              
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                         

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究   

３．研究者名  （所属部署・職名）  名古屋市総合リハビリテーションセンター・副センター長                               

    （氏名・フリガナ）  鈴木 智敦・スズキ トモアツ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和６年３月29日 
厚生労働大臣  殿                                      

    
                                                                                         
              
                              機関名 高知大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  櫻井 克年         
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 教育研究部医療学系臨床医学部門・教授             

    （氏名・フリガナ） 數井 裕光・ カズイ ヒロアキ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ６ 年 ５ 月 ３１ 日 
 
 
 
 
厚生労働大臣 殿                                         
                                                                                            
                          機関名  国立障害者リハビリテーションセンター 
 
                 所属研究機関長 職 名  総長 
                                                                                      
                          氏 名  芳賀 信彦          
 

     次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名    障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 国立障害者リハビリテーションセンター病院・第三診療部長                 

   （氏名・フリガナ）  浦上 裕子・ウラカミ ユウコ                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一

部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ６ 年 ５ 月 ３１ 日 
 
 
 
 
厚生労働大臣 殿                                         
                                                                                            
                          機関名  国立障害者リハビリテーションセンター 
 
                 所属研究機関長 職 名  総長 
                                                                                      
                          氏 名  芳賀 信彦          
 

     次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名    障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  研究所 障害福祉研究部・室長                 

   （氏名・フリガナ）  今橋 久美子・イマハシ クミコ                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一

部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ６ 年 ５ 月 ３１ 日 
 
 
 
 
厚生労働大臣 殿                                         
                                                                                            
                          機関名  国立障害者リハビリテーションセンター 
 
                 所属研究機関長 職 名  総長 
                                                                                      
                          氏 名  芳賀 信彦          
 

     次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名    障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  高次脳機能障害情報・支援センター・高次脳機能障害支援推進官             

   （氏名・フリガナ）  立石 博章・タテイシ ヒロアキ                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一

部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ６ 年 ５ 月 ９ 日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                           
                 
                           機関名 滋賀県立リハビリテーションセンター 

 
                    所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                            氏 名 川上 寿一             
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                         

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究   

３．研究者名  （所属部署・職名）  所長                               

    （氏名・フリガナ）  川上 寿一・カワカミ ジュイチ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 

国立障害者リハビリテーシ

ョンセンター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ☑（無の場合はその理由：ＣＯＩ委員会を設置していないため  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ☑（無の場合は委託先機関：国立障害者リハビリテーションセンター ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                     ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ６ 年 ５ 月 １３ 日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                           
                 
                              機関名 社会福祉法人グロー 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 牛谷 正人           
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                         

２．研究課題名  障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究   

３．研究者名  （所属部署・職名） 滋賀県高次脳機能障害支援センター・相談支援員      

    （氏名・フリガナ） 小西川 梨紗・コニシカワ リサ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑    □ ☑ 

国立障害者リハビリテーシ

ョンセンター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ☑（無の場合はその理由：ＣＯＩ委員会を設置していないため ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ☑（無の場合は委託先機関：国立障害者リハビリテーションセンター） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


